
 

 

平成29年度第２回岩手県総合教育会議 
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次  第 

 

１ 開 会 

 

２ 知事挨拶 

 

３ 協議事項 

  「岩手県教育振興計画（仮称）」の策定について 
 

４ その他 

 

５ 閉 会 
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総合教育会議開催実績 

１ 平成 27年度 

回 開催日 区分 議 題 

１ H27.4.27 第１回 

定例会 

【議決事項】 

 総合教育会議の運営について 

【協議事項】 

 (1) 大綱の策定について 

 (2) その他教育課題について 

  ・ 本県教育の現状について 

  ・ 新たな高等学校再編計画の策定につ

いて 

２ H27.7.14 臨時会 【協議事項】 

 矢巾町における中学生自殺事案に関する対

応について 

３ H27.12.15 第２回 

定例会 

【協議事項】 

 (1) いじめ問題への対応について 

 (2) 新たな県立高等学校再編計画案の基本

的な考え方について 

２ 平成 28年度 

１ H28.５.16 第１回 

定例会 

【協議事項】 

いわて県民計画第３期アクションプランを

踏まえた平成28年度の教育委員会の重点施策

について 

２ H28.12.16 第２回 

定例会 

【協議事項】 

 (1) 希望郷いわて国体後の競技力向上・ス

ポーツ振興について 

(2) 教職員の不祥事防止について 

３ 平成 29年度 

１ H29.５.15 第１回 

定例会 

【協議事項】 

平成29年度教育委員会施策推進方針及び児

童生徒一人ひとりに向き合い寄り添う学校教

育の充実について 
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次期総合計画策定に伴い教育委員会で策定する計画等について 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 教育基本法に基づく県教育振興基本
● ●

計画見直しのイメージ          ２ 教育委員会が策定する計画等の改定スケジュール 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 次期総合計画の教育分野における個別計画として策定することとしている「岩手県教育振興計画（仮称）」や、教育委員会で策定する諸計画の改定等について、教育委員会と

して方向性を整理。 
【要点】 

・ 次期総合計画の策定に併せ、教育分野における個別計画として「岩手県教育振興計画（仮称）」を策定する。 
・ 教育基本法に基づく次期県教育振興基本

● ●

計画は、これまでの総合計画及びアクションプランに加え、「岩手県教育振興計画（仮称）」も位置付ける。（※下記イメージ参照） 
・ 教育委員会が策定する他の個別計画についても、次期総合計画及び「岩手県教育振興計画（仮称）」の内容を踏まえ、切れ目なく改訂作業を行う。（※下記スケジュール参照） 

・ 特に、幸福の要素との関係については、教育委員会が関係する領域について次期総合計画の総論及び関係する分野の記載内容を踏まえながら策定する。 

●県教育振興基本
● ●

計画について----------------------------------------- 

教育基本法第 17 条第２項で、国が定める教育振興基本
● ●

計画を参酌し、地方公共団体が地

域の実情に応じ教育の振興に関する基本的な計画を定めるよう努めるとされている。 

●「岩手の教育振興」について------------------------------------------------ 

 「いわて県民計画」の計画期間である 10 年間の教育施策の基本方向や具体的な取組内容

を県民や教育関係者等が共有し、より理解を深めていくためのガイドラインとして示した

ものであり、「岩手県民計画アクションプラン」の土台となるもの。 

●幸福の要素について 
 児童・生徒の減少による学校の統廃合、社会教育施設の減少、働き方改革などに対応し、県民が豊かな人

生を歩むために求められる教育のあり方、教育の場づくりについて、 

１ 時間的な視点（学校教育、生涯学習、学びなおし 等） 

２ 面的な広がり、連携の視点（家庭・地域との更なる充実、産業団体・ＮＰＯとの連携、スクールソーシ

ャルワーカー・スクールカウンセラー・部活動指導員等との連携 等）  

 などの視点から検討を行う。   

資料１ 

（H29.12.28 総合教育会議資料） 

年度 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 H39 H40

改訂
作業

改訂
作業

いわて県民計画（H２１．１２） 次期県総合計画

第１期
アクションプラ
ン

第２期
アクションプラン

第３期
アクションプラン

次期県総合計画アクションプラン

岩手の教育振興（H22.3） 改訂作業 「岩手県教育振興計画（仮称）」

これからの岩手の義務教育（H21.3） 次期「岩手の義務教育に関する計画」（予定）

今後の高等学校教育の基本的方向（H22.3）（H27.4改訂）

いわてキャリア教育指針（H22.3） 改訂作業 次期「いわてキャリア教育指針」（予定）

後期

新たな県立高校再編計画（H28.3）

岩手県子どもの読書活動推
進計画（第３次計画：H26.6）

第４次推進計画

「いわての復興教育」プログラム（H24.2）（H25.2改
訂）

改訂作業 新たな「いわての復興教育」プログラム（予定）

いわて特別支援教育推進プ
ラン（H25.11）

改訂作業
次期いわて特別支援教育推進プラ
ン

前期 策定作業

現　　　　状 見　直　し　後

岩手の教育振興
（H22～H30）

・ 県民や関係者が情報を共有、 理解する

ためのガイドライン

・ 10年間の具体的な取組内容を示したもの
で、アクションプランの土台となるもの

県教育振興基本計画※の範囲

総合計画（H21～H30）
（教育分野）

総合計画
（教育分野）

アクションプラン
（教育分野）

岩手県教育振興計画（仮称）
（教育分野における個別計画）

長期ビジョン
（教育分野）

※法定計画
● ●

アクションプラン
（教育分野）

長期ビジョン
（教育分野）
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（10 年後 小１⇒高校生、中１⇒20 代前半、高１⇒20 代後半） 

■ 地域の復興や地元産業を担う人材の育成 

 ・ 本県の未来、地域社会を担う人材を育成する基盤となる学校教育の重要性の一

層の高まりに対して、関係機関等が連携し、応えている。 

 ・ 主体的に判断し、多様な人々と協働しながら新たな価値を創造する人材を育成

している。 

■ 魅力ある教育環境の整備 

 ・ 各地域において、教育の質の保証と併せ、学ぶ機会が保障されている。 

 ・ 子どもたちの学校生活を阻害する要因（いじめ問題、自然災害による被害など）

が低減されている。 

 ・ 教職員にとっても魅力ある教育現場となっており、優秀な人材が集まっている。 

■ 地域など学校を取り巻く社会との連携の推進 

 ・ 家庭、地域の理解のもとに、連携しながら子どもたちを育んでいる。 

■ スポーツや文化芸術への興味・関心を高め、活躍する基盤づくり 

 ・ 生涯にわたりスポーツや文化芸術を楽しむ基盤づくりが図られている。 

 ・ 将来、スポーツや文化芸術の世界で活躍する人材を育成している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 社会教育の充実と生涯を通じた学びの環境づくり 

 ・ 県民の自己実現を支援できる学びの場が確保され、学んだことが地域の活動に

つながるなど、その成果が活用される環境が構築されている。 

 ・ 在宅で学ぶ機会の提供など、外出困難な状況でも学びの場が確保されている。 

 

ギャップ 
１ 児童生徒数 
 (１) 公立小・中・義務教育学校児童生徒数    (２) 県立高校生徒数（全日制・定時制計） 
                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２ 公立小・中・義務教育学校数のｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ   ３ 公立小・中・義務教育学校１校１学年当たりの 
  ※現在の学校規模（1校１学年当たりの児童生徒数）を維持する場合  児童生徒数のｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ ※現在の学校数を維持する場合 
                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                                    

子どもたちは岩手の未来 ～子どもたちを育む教育は社会形成の基盤～ 

● 児童生徒の減少により、平成 35 年度には次のような変化が生じ、この傾向はそれ以降も続くもの

と予測される。（※現在本県に住んでいる子どもの数を基に、社会増減等がないものとして予測） 
① 公立小・中・義務教育学校数（現在の学校規模を維持する場合）〔グラフ２〕 
 ・小学校等 324 校⇒296 校 ・中学校等 161 校⇒145 校 
② 公立小・中・義務教育学校１校１学年当たりの児童生徒数（現在の学校数を維持する場合）〔グラフ３〕 
 ・小学校等 30.8 人⇒28.2 人 ・中学校等 67.5 人⇒61.0 人 
③ 県立高校（全日制）１校１学年当たりの生徒数（現在の学校数を維持する場合）〔グラフ１(２）〕 
 ・138.8 人⇒122.0 人 
※ 実際には、公立小・中・義務教育学校では、統廃合による学校数の減少と１学年の児童生徒数の

減少が同時に一定程度進み、県立高校では、現在の学校数を維持する場合、更に小規模化が進行す
ると推測される。 

※ このほか、「岩手県人口ビジョン」では、「部活動の種類の減少・単独校チーム編成困難」や「伝
統芸能・行事など地域文化の衰退」を懸念事項として挙げている。 

 

今後予測される変化 学校教育・社会教育に求められる 10 年後の姿（目指す姿） 

【新学習指導要領の到達点】（小:H32 年度～、中:H33 年度～、高:H34 年度～） 

〇予測困難な時代に一人一人が未来の創り手となるよう、 
知・徳・体にわたる「生きる力」を身に付けること 

 
 

今後 10 年の変化等を踏まえ、取り組むべき課題（中長期的な施策の方向性） 

１ 予測困難な社会を主体的に生きる力の育成 

 〇新学習指導要領に基づく教育課程の定着と学力向上、〇大学等との連携、〇特別支援教育の充実 
２ 県民の参加を得て人を育む学校の実現 

 〇学校、家庭、地域の連携・協働体制の構築による教育力の向上、〇教育の機会の確保 
３ ふるさと振興を担う人材の育成（岩手にルーツを持つことを大切にし、岩手で、世界で活躍する人材の育成） 

 〇グローカル人材の育成、〇いわての復興教育の充実、 
 〇産業人材育成に向けたキャリア教育の充実、〇ライフプランニング教育の充実 

育成すべき 
資質・能力の 
３つの柱 

学びを人生や社会に生かそうとする 
学びに向かう力・人間性等の涵養 

未知の状況にも対応できる 
思考力・判断力・表現力等の育成 生きて働く知識・技能の習得 

（H29.12.28 総合教育会議資料） 

 ４ 希望郷いわて国体レガシーの継承 

  〇スポーツや文化芸術に親しみ活躍する基盤づくり 

 ５ 児童生徒、教職員の双方にとって魅力ある教育環境の基盤づくり 

  〇教職員の勤務環境整備、〇学ぶ機会の保障を最重点とした高校再編、 
  〇児童生徒の安全の確保（いじめ問題への組織的取組、自然災害等への対応） 
 ６ 社会教育の充実と生涯を通じた学びの環境づくり 
  〇学びと活動の循環による地域の活性化、○高齢者・障がい者等の生涯学習の充実 

【10 年後に目指す姿】 
・ 岩手の地で、子どもたちが社会に開かれた学校で生き生きと学び、それぞれの進路実現に向けて知・徳・体にわたる「生きる力」を身に付けている。 

・ 健康寿命が延伸していく中、岩手の地域地域で学校と地域社会との連携が進み、県民がスポーツや文化芸術など生涯を通じて楽しく学び、生き生きと生活している。 

資料２ 


